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１．都市計画の目標  

１）都市づくりの基本理念  

熊本都市計画 区域（ 以下、「本区域」とす る。）は、政令指定都 市熊本市を

中枢と して、 産業、 経済、 教育、 文化、 広域行 政等の 高次都 市機能 が集積 さ

れると ともに 、ＪＲ 熊本駅 、阿蘇 くまも と空港 、熊本 港、九 州縦貫 自動車 道

や現在 整備が 進めら れてい る九州 中央自 動車道 のイン ターチ ェンジ 等の広 域

交通拠 点を有 した地 域であ る。九 州の中 央に位 置する 地理的 優位性 やこれ ま

で培っ た歴史 ・文化 、都市 機能の 集積と いう魅 力を最 大限に 活かし 、九州 に

おける 拠点性 を高め 、九州 各都市 圏、さ らには 、日本 全国、 東アジ アと連 携

した都市づく りを進 めていく必要 がある 。  

また本区域は、金 峰 山、立田山、飯田山 、田原坂、平尾山、 岩野山、吉野

山、雁回山等 の都市環 境に隣接し都 市景観 の背景となる 山林や、白川、緑川、

加勢川 、坪井 川、合 志川、 浜戸川 等の河 川 、生 活用水 のすべ てをま かなう 地

下水脈 や貴重 な水源 地、熊 本城や 水前寺 成趣園 等の歴 史文化 資源を 有して お

り、こ れらの 豊かな 自然、 歴史文 化を都 市の暮 らしや 交流の 資源と して活 か

す都市づくり が求め られる。  

さらに、本区 域は生 産基盤が整備 された 県下有数の農 業地帯 でもあり、こ

の優れ た農業 生産環 境と都 市環境 との調 和、農 業集落 の活力 の維持 増進を 図

る都市づくり が求め られる。  

加えて、人 口減尐 、尐子高齢社会 の時代 を迎え、財 政負担の 軽減等に配慮

しつつ 活力あ る都市 づくり 、生活 環境重 視の都 市型社 会に対 応した 都市づ く

り及び、地域 環境や 自然 との共生 に配慮 した都市づく りが求 められる。  

本区域の範囲  

都市計画区域 名  熊本都市計画 区域  

範  囲  
熊本市の行政 区域の 一部  

合志市、菊陽 町、嘉 島町及び益城 町の行 政区域の全域  

 

以上を踏まえ 、本区 域のおおむね ２０年 後 (平成４２年 頃 )の 都市像を展望

したうえで、  

『豊かな自然と歴史を活かし、  

活力あるエコ・コンパクトな都市づくり』  

を都市づくり の基本 理念に据えて 、次の ような基本的 な目標 を設定し、計 画

的な都市づく りを進 めるものとす る。な お、「エコ・コ ンパク ト」な都市づ く

りとは、エコ ロジー （生態学、環 境問題 ）とエ コノミ ー（都 市経営、行政 経

営、行政コスト）に着 目した「エコ」に「コ ンパクト」を加え た 理念である。  
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２）都市づくりの目標  

「豊かで身近な自然・歴史文化・景観と調和した都市づくり」  

生物多 様性に 配慮し ながら 豊かな 自然と 共生し 、歴史 文化・ 地域の 個性

ある豊 かな景 観との 調和を 図り、 自然や 文化を 守り育 んでき た農業 の環境

を大切に守る ことで 、都市の暮ら しと交 流の場を形成 する。  

 

「多様な都市機能の集積・利便性の向上を目指す多核連携型都市づくり」  

地方中枢拠点 都市圏 に求められる 広域的 な拠点機能や 都市機 能を、交通

網の整 備に合 わせて 配置整 備し、 都市の 利便性 の向上 と広域 的な交 流の促

進を図 り、都 市経営 を考慮 した、 ｢エコ ・ コンパ クトな 都市づ くり ｣を 推進

する。  

 

「広域交流、域内交流を育む快適で便利な公共交通優先の都市づくり」  

国内外 と区域 を結ぶ 広域高 速交通 網、域 内の各 地域を 快適に 連絡す る放

射・環状にネット ワ ークされた交 通網を 構築し、域内外の い きいきした交

流や機能連携 を促進 させることで 、地域の 活力を維持増 進させ るとともに、

公共交通機関 優先の 都市づくりを 推進す る。  

 

「人と環境にやさしい安全・安心な都市づくり」  

尐子高 齢社会 の進展 を踏ま え、誰 もが身 近な地 域で助 け合い ながら いき

い き と 安 全 に 暮 ら し 続 け る こ と が で き る よ う ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン と 交

通安全・防犯に 配慮 するとともに、環境 負荷の低減、防 災・減災に寄与す

る人と環境に やさし い都市づくり を推進 する。  

 

「住民と行政が協働により取り組む都市づくり」  

都 市 計 画 区 域 マ ス タ ー プ ラ ン の 進 行 管 理 を マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル に よ り

行 う と と も に 、 情 報 公 開 と 、 住 民 と 行 政 の 協 働 に よ る 住 民 参 加 を 基 本 と し

て、地域の個 性を活 かした都市づ くりを 推進する。  

 

３）地域ごとの市街地像  

都市づくりの 基本理 念に沿って、 本区域 内に各種拠 点 や地域 の核 を配置し

諸機能を集約 させ、 それぞれの拠 点及び 核の間が公共 交通や 幹線道路で結 ば

れ、相互に連 携した 秩序ある多核 連携型 の都市構造を 目指し 、 地域ごとの 市

街地像を次の ように 定める。  

〔都市機能を整備、集積する拠点の配置〕  

＜広域総合都 市拠点 ＞  

熊本城周辺か ら熊本 駅に至る地域 を、土 地利用の更新 と高度 利用と交通ア

クセスの向上 により 、高次都市機 能の集 積が図られ、 域内の 交流、広域的 な
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交流の拠点と なる「 広域総合都市 拠点」 とする。  

＜地域核＞  

水前寺駅周辺 地区、 上熊本駅周辺 地区、 南熊本駅周辺 地区、 健軍電停周辺

地区、島町・ 上ノ郷 地区、御代志 駅周辺 地区、光の森 駅周辺 地区、嘉島町 役

場周辺地区及 び益城 熊本空港イン ターチ ェンジ周辺地 区を熊 本都市計画区 域

の目指す「多 核連携 型都市構造」 におい て、公共交通 結節点 と生活サービ ス

機能の充実を 図る「 地域核」とす る。  

＜生活拠点＞  

子飼地区、武 蔵ヶ丘 ・楠地区、北 区役所 周辺地区、南 区役所 周辺地区、城

南総合出張所 周辺地 区、長嶺地区 、川尻 駅周辺地区、 熊本電 鉄堀川・須屋 駅

周辺地区、北 部総合 出張所周辺地 区、城 山地区、合志 市役所 周辺地区、菊 陽

町役場周辺地 区及び 益城町役場周 辺地区 を、周辺住宅 市街地 の生活の利 便 に

供する「生活 拠点」 とする。  

＜広域防災拠 点＞  

阿蘇くまもと 空港及 び熊本港を大 規模災 害発生時にお ける緊 急物資・人員

等の輸送受け 入れ拠 点等として、 熊本県 民総合運動公 園を、 広域防災活動 拠

点とし、それ らを「 広域防災拠点 」と位 置づける。  

＜工業流通拠 点＞  

阿蘇くまもと 空港周 辺地区、熊本 港臨港 地区、熊本流 通業務 団地地区、国

道３号沿道近 見地区 、植木工業団 地地区 、富合工業団 地地区 、城南工業団 地

地区、セミコ ンテク ノパーク地区 、高速 道路のインタ ーチェ ンジ（スマー ト

インターチェ ンジを 含む）及び地 域高規 格道路の一部 のイン ターチ ェンジ 周

辺地区を、周 辺土地 利用との調和 を図っ たうえで、工 業生産 、流通業務を 計

画的に誘導す る「工 業流通拠点」 とする 。  

＜広域観光・ レクリ エーション拠 点＞  

熊本城周辺地 区、水 前寺公園・江 津湖周 辺地区、田原 坂地区 、塚原古墳公

園、農業公園 カント リーパーク、 鼻ぐり 井手公園、浮 島周辺 水辺公園及び テ

クノリサーチ パーク を、熊本の歴 史文化 と自然環境を 守り広 域的な交流を 育

む「広域観光 ・レク リエーション 拠点」 とする。  

＜広域スポー ツ・レ クリエーショ ン拠点 ＞  

熊本県民総合 運動公 園 及びアクア ドーム を、広く県民 のスポ ーツ・レクリ

エーション活 動に供 し交流を育む 「広域 スポーツ・レ クリエ ーション拠点 」

とする。  

 

〔都市機能を連携する都市軸の配置〕  

＜熊本中心市 街地軸 ＞  

「広域総合都 市拠点 」である熊本 駅周辺 地区、熊本市 役所周 辺地区と熊本

県庁周辺地区 とを結 ぶ（通称）“電車 通り ”沿道を 、沿道の 土地 利用の更新と
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高度利 用によ り、広 域商業 業務機 能等の 高次都 市機能 が連た ん・集 積され た

「熊本中心市 街地軸 」とする。  

＜放射状都市 連携軸 ＞  

「広 域 総合 都 市拠 点 」と 「 地域 核 」及 び 「生 活 拠点 」 とを 連 絡す る 放射 状

の主要 幹線道 路の沿 道を、 連絡交 通機能 が強化 された 「放射 状都 市 連携軸 」

とする。  

＜広域交通軸 ＞  

熊本環状道路 から阿 蘇くまもと空 港及び 熊本港までを 連絡す る道路を、定

時性が保たれ 円滑な アクセス機能 と物流 機能が確保さ れた「 広域交通軸」 と

する。  

 

〔骨格的な交通の体系〕  

＜広域交通結 節点＞  

阿蘇くまもと 空港、熊本港、熊本 駅及び 熊本交通セン ターバ スターミナル

を、相 互の連 絡機能 の強化 と乗換 え機能 の充実 を図り 、国内 外から の国際 ・

広域交通と域 内交通 を円滑かつ快 適に結 節する「広域 交通結 節点」とする 。  

＜交通結節点 ＞  

その他の鉄道 駅、軌 道停車場及び バスタ ーミナルを高 齢社会 にその役割を

増す身 近な地 域交通 と都市 交通を 円滑に 連絡す る「交 通結節 点」と 位置づ け

る。  

＜広域交通骨 格道路 ＞  

九州縦貫自動 車道に 加え、九州中 央自動 車道、中九州 横断道 路、熊本天草

幹線道路、有 明海沿 岸道路Ⅱ期及 び熊本 環状道路を、 本区域 と周辺都市・ 他

区域とを連絡 し中核 拠点都市圏の 骨格を 形成する「広 域交通 骨格道路」と 位

置づけ、それ らのイ ンターチェン ジ（ス マートインタ ーチェ ンジを含む） を

広域高速自動 車交通 網と域内交通 を円滑 に連絡する自 動車交 通の拠点とす る。 

＜域内幹線道 路＞  

その他の国道 、主要 地方道及び都 市計画 道路からなる 内環状 道路 並びに熊

本中心 市街地 から 各 市町市 街地や 周辺 都 市に延 びる 11 路線 の放射 状道路に

より形 成され る、市 街地を 支える 主要な 幹線道 路網を 「域内 幹線道 路」と す

る。  

 

〔市街地の配置〕  

＜中心商業業 務市街 地＞  

熊 本 城 周 辺 か ら 熊 本 駅 に 至 る 「 広 域 総 合 都 市 拠 点 」 を 形 成 す る 市 街 地 及 び

「広域総合都 市拠点」から水前寺地 区まで の（通称）“電 車通り”沿線地を「中

心 商 業 業 務 市 街 地 」 と し 、 土 地 利 用 の 更 新 と 高 度 利 用 に よ り 商 業 ・ 業 務 、行

政文化等の高 次都市 機能の充実を 図る。  
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＜中心部周辺 市街地 ＞  

「中心商業業 務市街 地」周辺の国 道５７ 号東バイパス と白 川 に囲まれた市

街地及びＪＲ 鹿児島 本線西側の市 街地は、「放射状都市連携 軸」に沿った土地

の高度 利用に より商 業・業 務施設 等の中 高層建 築物が 連担す ること で地域 の

防災性 が確保 され、 利便性 の高い 都市型 住宅が 整備さ れた「 中心部 周辺市 街

地」とする。  

＜郊外部市街 地＞  

「中心部周辺 市街地 」以外の周 辺部の市 街地を「郊 外部市街 地」とし 、 地

域核や 生活拠 点及び それら を結ぶ 幹線道 路沿道 を中心 に、地 域生活 サービ ス

に資す る近隣 商業・ 業務地 、公共 公益施 設用地 等を配 置し、 緑豊か な低密 度

の住宅地とが 調和し た良好な住環 境の充 実を図る。  

 

４）各種の社会的課題への対応  

(1) 人口減少・少子高齢社会等への対応  

本区域におけ る年齢 別人口構成は、平成 22 年現在で老年人 口比 率が 20.7％

と全国平均 23.0％を 下回る水準に 留まっ ている。しかしな が ら、昭和２０年

代生ま れのい わゆる 団塊の 世代の 比率が 高いこ とから 、急速 な高齢 化の進 展

が予測される 。  

高齢社会にあ って誰 もが生き甲斐 を持っ て社会に参加 し、互 いに助け合っ

て地域 で暮ら し続け るため には、 安心し て街に 出て快 適に活 動する ことが で

きる都 市基盤 が必要 である 。その ため、 公共交 通機関 やそれ を補完 する多 様

な交通 手段の 充実、 交通結 節点や 道路に おける 歩行空 間や公 共公益 施設等 に

おける 安全性 ・快適 性の向 上、地 域社会 におけ る生活 サービ ス機能 の確保 を

図り、ハ ード・ソフト 両面から 、ユニバー サルデザイン の考え 方を取り入れ、

“人にやさし い都市 づくり”を推 進する 。  

また、都市基盤 施設の 整備は、既存ス トック の有効活用を 基本と しながら、

より効 果的か つ効率 的な整 備に努 める。 人口密 度が低 い市街 地ほど 社会資 本

の維持管理や 更新費 用等の 1 人あたりの 行政コストが 高くな ることから、 低

密度な 市街地 の発生 につな がる無 秩序な 都市の 拡大を 抑制し 、エコ ・コン パ

クトな まちづ くりを 進めて いく。 さらに 、今後 予想さ れる空 家や老 朽化住 宅

の増加 に対し て、既 存スト ックと しての 空家 ・ 空地の 活用や 老朽建 築物等 の

建替え 等によ る活用 により 、中心 市街地 等の既 存市街 地の高 密度化 を進め る

ものとする。  

 

(2)恵まれた自然環境の維持保全  

本区域の環境 は、阿蘇 と金峰山の山 々につ ながる台地 や 平野を 流れる白川、

緑川、加勢川 、坪井 川の表流水と 台地の 地下を流れ平 野に湧 き出る地下水 に

より、一体的 な水環 境を形成して いる。 また、金峰山 系及び 阿蘇外輪山山 麓
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から展開する 山々や 、白川、緑川 、江津 湖等の河川湖 沼は、 豊かな自然環 境

を形成してい る。  

地球環境の有 限性が 強く意識され る今日 、熊本の都市 生活、 都市活動の共

通の基盤とな ってい る 「公共水」 として の 地下水をは じめと する豊かな 水 環

境や緑の環境 を守っ ていくことが 求めら れている。  

森林と農地の 保全に よる水源の涵 養、宅 地等における 雤水の 地下浸透、公

共下水道整備 や合併 処理浄化槽設 置等の 生活排水対策 による 水質の保全、 災

害防止と水辺 自然環 境の保全を両 立させ た親水空間の 整備、 森林の保全に よ

る公益的機能 の発揮 等、地域住民 の参加 ・協力と総合 的な施 策の実施によ る

“熊本の水、 緑を守 る都市づくり ”を推 進す る。  

 

(3)地球温暖化をはじめとする環境問題への対応  

環境負荷の尐 ない、温室効果ガス の排出 が抑制された 低炭素 都市づくりを

進めるため、移動 距離 が短縮され、交通 需要 が軽減される 都市構 造への誘導、

自動車 から公 共交通 への転 換、道 路の効 果的整 備によ る交通 の円滑 化、都 市

緑化、 再生可 能エネ ルギー の導入 促進、 化石燃 料に依 存しな い自動 車への 転

換、省エネル ギー化 等を推進する 。  

また 、生 態系 を支 え るまと まっ た緑 の保 全を図 るこ とで 、生 物多様 性の 保

全など 自然環 境との 共生に も十分 配慮す るとと もに、 水や緑 の空間 を組み 込

んだ市 街地の 整備 等 により ヒート アイラ ンド現 象を緩 和し、 潤いと ゆとり の

ある都市環境 の形成 を行う。  

 

(4)都市防災への対応  

近年発生した 大地震 、風水害、高 潮災害 等により、地 域防災 や危機管理に

対する意識が 高まっ ている。住民 の生命 、財産を守り 、災害 に強い都市形 成

を図り、安全で 安心な 生活環境を確 保する 都市づくりに 早急に 対応するため、

避難地・避難 経路の 確保、防災機 能を有 した公園の整 備、市 街地の不燃・ 耐

震化等を進め る。ま た、自主防災 組織の 強化、 河川監 視カメ ラ、避難基準 、

防災マップ等 、ソフ ト 対策の充実 による 減災対策を推 進する 。  

 

(5)安全・安心に暮らせる地域づくりへの対応  

近年の犯罪の 発生状 況を踏まえ、 各種社 会基盤の整備 にあた っては、地域

の状況に応じ て、警 察、公共施設 管理者 及び地域住民 等と連 携し、見通し や

明るさの確保 等によ る犯罪防止に 配慮し た、道路・公 園等の 附属施設の普 及

を図り、交通 安全の 面では、幹線 道路や 街区道路等に おける 歩道空間や自 転

車走行空間の 整備を 引き続き推進 し、 住 民が安全・安 心に暮 らせる地域づ く

りを進める。  
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(6)歴史的環境に配慮した、良好な景観の保全・形成  

緑、水に代表 される 自然や、これ までの 生活のなかで 形成さ れてきた優れ

た歴史的、伝統 的な町 並み をはじめ とする 地域の個性あ る景観 資源を活用し、

良好な景観形 成を行 うことによっ て、都 市の再生や地 域の活 性化を図り、 地

域の文化を育 むまち づくりを進め る。  

 

(7)厳しい都市経営への対応と、住民参加のまちづくり  

人口減尐社会 におけ る税収の減尐 、社会 資本整備の老 朽化に よる維持管理

費用の増加に 伴う、 厳しい都市経 営への 対応が必要と なる。  

また、都市計 画にお いては、住民 自らの 主体的な参加 や、 県 や市町などの

行政、住民、NPO(特定 非営利活動法 人 )、企 業等の多様な まちづ くりの主体が 、

それぞれの役 割や信 頼関係を基調 として 「協働社会」 を築い ていくための 仕

組みづくりが 必要で ある。  

そこで、今後 、 厳し い都市経営の 現状に ついて住民等 への理 解を求めると

ともに、県、 市町、 住民、事業者 等が連 携・協働して 都市計 画に基づく都 市

整備等の進行 管理や、地域住民の意 見を反 映したまちづ くりの 推進といった、

住民参加のま ちづく りの実現に向 けた取 組みを進める 。  

 

５）都市計画区域の広域的位置づけ  

(1)他都市計画区域との連携  

本区域は広域 的都市 圏の中で、中 枢とな る都市計画区 域であ る ため、社会

経済活動の広 域化の 進展につれて 、周辺 区域からの通 勤・通 学等の交通流 動

が増しており 、周辺 区域と連携し 整合の 取れた都市づ くり及 び都市計画を 行

っていく。  

 

(2)都市計画区域外との土地利用の整合  

本区域を構成 する 2 市 3 町の行政区 域の うち、都市計 画区域 外は、熊本市

の金峰山周辺 と有明 海に面する河 内町地 区等の約  3,400 ha の区域である 。  

当該区域の多 くが自 然公園区域、 農用地 区域であり、 大きな 人口増加や宅

地化の動向は 見られ ないため、現 時点で は、都市的土 地利用 の計画的な規 制

誘導の方策の 必要性 は低い。  

今後、地域高 規格道 路である有明 海沿岸 道路Ⅱ期の整 備が進 むことと なっ

た場合 、イン ターチ ェンジ 周辺等 の土地 需要が 高まる ことが 予測さ れるた め

当該道 路の整 備に合 わせ、 農林漁 業上の 土地利 用との 調整を 図った うえで 、

必要に 応じて 都市計 画区域 への編 入（区 域拡大 ） によ る開発 ・建築 の規制 誘

導方策の適用 を検討 する。  
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２．区域区分の決定の有無及び区域区分を定める際の方針  

１）区域区分の決定の有無  

都市計画法第 ７条第 １項第２号の 規定に 基づき、区域 区分を 定める。  

２）区域区分の方針  

おおむね 10 年 後の将 来予測を行っ たうえ で、市街化を 図るべき 区域におけ

る区域区分の 方針を 定める。  

(1) 将来におけるおおむねの人口  

本区域におけ る将来 のおおむねの 人口を 次のとおり想 定する 。  

年次  
区分  

平成 22 年  
[基準年 ] 

平成 32 年  
[基準年の 10 年後 ] 

都市計画区域 内人口   861.9 千人  お お む ね  860.8 千 人  

市街化区域内 人口   730.0 千人  お お む ね   734.1 千 人  

(注 )市 街 化 区 域 内 人 口 は 、保 留 さ れ た 人 口 (保 留 人 口 フ レ ー ム )を 含 む も の と す る 。 

 

(2) 将来におけるおおむねの産業の規模  

本区域の将来 におけ るおおむねの 産業の 規模を次のと おり想 定する。  

年 次  

区 分  
平 成 22 年  

[基 準 年 ] 

平 成 32 年  

[基 準 年 の 10 年 後 ] 

生

産

規

模 

工 業 製 品 出 荷 額  8,729.8 億 円   8,788.9 億 円  

卸 小 売 販 売 額  30,057.0 億 円   31,385.1 億 円  

就

業

構

造 

第 １ 次 産 業  16.5 千 人 （  4.1%）  11.9 千 人 （  3.0%）  

第 ２ 次 産 業  69.7 千 人 （ 17.5%）  59.7 千 人 （ 14.9%）  

第 ３ 次 産 業  311.4 千 人 （ 78.3%）  330.3 千 人 （ 82.2%）  

（  ） 内 は 就 業 者 数 全 体 に 占 め る 割 合  

（注）四捨五入のため割合の合計が 100％とならない場合がある。  

 

(3) 市街化区域の規模  

本区域におけ る人口 、産業の見通 しに基 づき、かつ市 街化の 現況及び動向

を勘案し、すでに市 街 化している区 域及び おおむね 10 年 以内に 優先的かつ計

画的に市街化 を図る べき区域を市 街化区 域とすること とし、平 成 32 年におけ

る市街化区域 のおお むねの規模を 次のよ うに想定する 。  

年    次  
平成 32 年  

[基準年の 10 年後 ] 

市街化区域面 積  12,583ha 

（ 注 ） 市 街 化 区 域 の 面 積 に は 、 保 留 人 口 フ レ ー ム に 相 当 す る 面 積 を 含 ま な い 。  
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３．主要な都市計画の決定の方針  

１）土地利用に関する主要な都市計画の決定の方針  

(1) 主要用途の配置の方針  

①  商業業務地  

〔中心商業業 務地〕  

「広域総合都 市拠点 」を形成する 熊本城 周辺から熊本 駅に至 る地域の商業

業務地 は、熊 本県に おける 中心商 業地で あると 共に、 九州に おける 広域観 光

の拠点 として の娯楽 、宿泊 、観光 、文化 機能を 含めた 高次の 商業機 能が集 積

されて いる。 また、 広域行 政の拠 点とし ての官 公庁施 設や銀 行等の 業務施 設

等が集積され た広域 的な中心業務 地とし ても位置づけ られる 。  

土地の高度利 用、再 開発等により 、これ らの高次都市 機能の 拡充、更新を

図るとともに 、熊本 の歴史の象徴 である 熊本城、水前 寺 成趣 園 の環境を活 か

し、魅力と活 力のあ る「中心商業 業務地 」を形成する 。  

〔一般商業業 務地〕  

「中心商業業 務地」周辺の幹線道 路沿道 の商業業務地 並びに 熊本市内既成

市街地 の水前 寺駅周 辺地区 、上熊 本駅 周 辺地区 及び南 熊本駅 周辺地 区の商 業

業務地 は、周 辺市街 地の住 民の日 常生活 を支え る商業 機能及 びサー ビス業 務

機能の集積を 図る。  

周 辺 部 の 住 宅 市 街 地 の 健 軍 電 停 周 辺 地 区 、 光 の 森 駅 周 辺 地 区 、 子 飼 地 区 、

武蔵ヶ 丘・楠 地区、 長嶺地 区、川 尻駅周 辺地区 、熊本 電鉄堀 川・須 屋駅周 辺

地区及 び益城 町役場 周辺地 区は、 地域住 民の日 常生活 を支え る商業 機能の 維

持を図 る。ま た、島 町・上 ノ郷地 区、御 代志駅 周辺地 区、嘉 島町役 場周辺 地

区、益 城熊本 空港イ ンター チェン ジ周辺 地区、 北区役 所周辺 地区、 南区役 所

周辺地 区、城 南総合 出張所 周辺地 区、合 志市市 役所周 辺地区 等には 、商業 機

能を計画的に 誘導す る。  

菊陽町の国道 57 号沿 道地区等に沿 道サー ビス機能を誘 導する 。  

 

②  工業・流通業務地  

〔工業地〕  

既存の工業系 用途地 域で、工業施 設の集 積の高い熊本 市の南 高江、植木等

の国道３号沿 道地区 、熊本市の城 南にお ける国道 266 号沿道 地区、上熊本 地

区、植 木工業 団地地 区、城 南工業 団地地 区等に ついて は、周 辺住 宅 市街地 の

環境に 配慮し つつ工 業生産 機能の 増進を 図る。 既存の 工業団 地等が 整備さ れ

ている 阿蘇く まもと 空港周 辺地区 、今藤 工業団 地地区 、 蓬原 工業団 地 地区 、

合志市 ・菊陽 町のセ ミコン テクノ パーク 地区及 び益城 町の益 城熊本 空港イ ン

ターチ ェンジ 周辺の 熊本総 合工業 団地地 区では 、周辺 の田園 環境、 自然環 境

に配慮 しつつ 、研究 開発型 、高度 技術型 の産業 等の立 地誘導 と機能 増進を 図

る。  
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〔流通業務地 〕  

物流の効率化 を図る ため、熊本 流通業務 団 地地区、熊 本インタ ー チェンジ・

熊本トラック ターミ ナル周辺地区、益城熊 本空港インタ ーチェ ンジ周辺地区、

北熊本スマー トイン ターチェンジ （仮称 ）周辺地区、 城南ス マートインタ ー

チェンジ（仮 称）周 辺地区、小池 高山イ ンターチェン ジ周辺 地区等につい て

は、流通業務 機能、 物流機能の充 実によ る土地利用の 増進を 図り、熊本港 臨

港地区につい ては、港 湾計画に基づ き港湾 関係の物流機 能の立 地を促進する。 

その他 、市街 地の 主 要な幹 線道路 の沿 道 につい ては、 周辺 の 住環境 の保全

等に配慮した 軽工業 や流通業務機 能の維 持、増進を図 る。  

 

③  住宅地  

〔都心部住宅 地〕  

都心部の住宅 地につ いては、土地 の高度 利用や建築物 の更新 、共同化又は

用途転換等に より、 高齢化に対応 した利 便性の高い都 心居住 地の回復や中 心

市街地の活性 化に資 する中高層集 合住宅 等による居住 機能の 維持、増進を 図

る。  

〔都心部周辺 住宅地 〕  

都 心 部 周 辺 の 住 宅 地 に つ い て は 、 道 路 等 の 基 盤 施 設 の 整 備 や 建 築 物 の 更

新・共同化等 により 居住環境や防 災性の 向上を図りつ つ、中 高層集合住宅 等

による比較的 高密度 な住宅地とし ての居 住環境の保全 、改善 を図る。また 、

地区計画制度 や建築 協定等により 良好な 居住環境の形 成を図 る。  

〔郊外住宅地 〕  

計画的に整備 された 住宅団地地区 では、地 区計画制度や 建築協 定等により、

郊外型の良好 な居住 環境 の保全、 形成 を 図る。その他 の住宅 地については 、

道路網の計画 的な整 備等により基 盤を整 えつつ、比較 的低密 度な住宅地と し

ての土地利用 を図る 。  

一団の緑地等 の自然 環境や田園環 境に隣 接する地区で は、周 辺環境・景観

と調和する緑 豊かで 低密度な住宅 地 とし ての土地利用 を図る 。  
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(2) 市街地における建築物の密度の構成に関する方針  

 

区  分  
高密度利用  

を図るべき地 域  
その他  

商業業務地  

「広 域総 合都 市拠 点 」の

商業業務地、「熊本中 心市

街地 軸」 の沿 道の 商 業業

務地  

左記以外の商 業業務 地  

工業・流通業

務地  
－  

熊 本 市 の 熊 本 流 通 業 務 団 地 地

区 、 熊 本 イ ン タ ー チ ェ ン ジ ・

熊 本 ト ラ ッ ク タ ー ミ ナ ル 周 辺

地区、熊本港  他  

住宅地  

都心 部住 宅地 、都 心 部周

辺住宅地  

 

郊外住宅地  

 

(3) 市街地における住宅建設の方針  

快適でゆとり のある 住生活を実現 するた め、地域 の環境 、歴 史、文化 、産

業等の特性を 活かし、地域の風土に 根ざし た住宅・住環境づ くり を促進する。

住宅供 給にお いては 、高齢 社会の 到来、 ライフ スタイ ルの変 化、環 境意識 の

高まり を背景 とした 住宅ニ ーズの 多様化 に対応 し、各 種施策 を活用 しつつ 多

彩な住 宅・住 環境の 提供に 努める 。この うち、 公的支 援によ り整備 し てい く

住宅において は、政 策目標を設定 し、計 画的に取り組 む。  

さ ら に 、「 熊 本 に 住 ん で 良 か っ た と 思 え る 豊 か な 住 生 活 の 実 現 」 を 基 本 方

針に掲 げる「 熊本県 住宅マ スター プラン 」に基 づき、 ユニバ ーサル デザイ ン

の実施と、誰でもが 安 全・安心・快適に暮ら せる住まいづ くり・ま ちづくり、

パート ナーシ ップに よる地 域文化 ・自然 と共生 した住 まいづ くり・ まちづ く

りの推 進等に より、 安全・ 安心な 住まい づくり に努め る。ま た、住 宅・建 築

物のエ ネルギ ーの使 用の効 率性が 高く二 酸化炭 素の排 出の抑 制に資 する 低 炭

素建築物の新 築等 を 促進する。  
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(4) 市街地において配慮すべき土地利用の方針  

①  新市街地に関する方針  

エ コ ・ コ ン パ ク ト な 都 市 づ く り を 実 現 す る た め 、 市 街 化 区 域 拡 大 は 、 将 来

人 口 の 予 測 の 範 囲 で 実 施 す る こ と と し 、 市 街 地 を 形 成 し て い る 区 域 や 、 計画

的 な 市 街 地 整 備 の 見 通 し が 明 ら か と な っ た 区 域 に 限 定 し て 、 保 留 人 口 フ レー

ム （ 一 般 保 留 人 口 ） 等 の 範 囲 内 で 必 要 な 調 整 を 行 い 、 市 街 化 区 域 へ 随 時 編入

する。  

②  土地の高度利用に関する方針  

本区域の商業 ・業務 地においては 、県都 として、また 地域の 拠点としての

都市機能の集 積や基 盤整備が進め られ、 さらに歴史的 な資産 や伝統的な建 築

物等の集積も 見られ る。九州新幹 線や高 速道路 等を利 用した 交流人口の増 大

と相まって発 生する 都市機能のニ ーズや 多様化する住 民ニー ズに応えるた め、

既存の都市機 能や歴 史的資源の保 全及び 活用を図りな がら、 民間活力を活 用

した土地の高 度利用 と都市環境の 更新を 行い、魅力あ る市街 地を育成する も

のとする。  

③  用途転換、用途純化又は用途の複合化に関する方針  

ア）用途転換を図るべき地区  

再開発 事業等 によ り 都市機 能の更 新や 居 住環境 の整備 が予 定 される 地区に

ついて は、高 度利用 地区等 の指定 にあわ せ、適 切な用 途転換 を行う 。都市 計

画道路 等の整 備によ り、沿 道土地 利用の 複合化 、高度 化を図 る必要 がある 地

区については 、状況 に応じて適切 な用途 転換を行う。  

イ）用途純化を図るべき地区  

用途の 混在に より 、 居住環 境等の 悪化 を 招いて いる地 区に つ いては 、用途

純化に 努める ととも に、そ れぞれ の地区 の特性 に応じ た土地 利用を 推進す る

ため、地区計 画や各 種の地域地区 制度の 活用を図る。  

ウ）用途複合化を図るべき地区  

「中心 部周辺 市街 地 」につ いては 、良 好 な居住 環境の 形成 に 配慮し つつ、

用途の 複合化 を誘導 する。 なお、 幹線道 路の沿 道の住 宅地に おいて 商業業 務

施設等 の一定 の用途 複合を 許容す る地区 につい ては、 自動車 交通騒 音が与 え

る居住 環境へ の影響 に配慮 しなが ら、 地 区計画 、建築 協定等 により 、居住 環

境を阻害する 恐れの ある用途や形 態の建 築規制を図る 。  

住宅地 と混在 する 工 業地等 につい ては 、 緩衝帯 として の道 路 、緑地 等の設

置を促進する ほか、 環境保全協定 の締結 に努める。  

④  居住環境の改善又は維持に関する方針  

スプロール化 の進む 一部の市街地 におい ては、都市施 設が未 整備のまま住

宅地が 形成さ れ、日 常生活 や都市 防災上 の問題 が生じ ている 。これ らの地 区

につい ては、 地区計 画や住 環境整 備事業 を活用 するこ とによ り、居 住環境 の

改善を 図る。 また、 特に住 環境の 悪化が 著しい 既成住 宅地に ついて は、土 地
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区画整 理事業 等によ る面整 備を検 討する 。計画 的に整 備され た良好 な居住 環

境を持 つ住宅 地につ いては 地区計 画、建 築協定 等を活 用し、 良好な 住環境 の

維持に努める 。  

また、人口減 尐・尐 子高齢社会に おける 空家の発生や 老朽化 住宅の増加を

抑える ため、 市街地 外縁部 の開発 の抑制 、既存 ストッ クとし ての空 家 ・空 地

の活用 や老朽 建築物 等の建 替え等 による 活用、 空地の 活用及 び中心 市街地 等

の既存市街地 の高密 度化を進める 。  

さらに、既 存緑地 、河川、歴史 的建造物 等の地域の資 源を活 かした 良好な

居住環境の形 成を図 る。  

⑤  市街化区域の緑地又は都市の風致の維持に関する方針  

市街地内にあ っては 、住民の憩い の場、災害時の避難 場所と なる住区基幹

公園等 の適正 な配置 に努め るとと もに、 小規模 な社寺 林、傾 斜地等 の樹林 等

の保全 、河川 整備に よる緑 地や親 水空間 の創出 、大規 模な開 発や建 築に際 し

ての緑 地協定 、緑化 地域等 による 敷地内 緑化、 既存樹 木の保 全等に 努める な

ど、市街地内 におけ る緑地の確保 を図る 。  

風致地区及び 特別緑 地保全地区に ついて は、自然環境 を主と した良好な都

市景観、生物 多様性 を確保する緑 のネッ トワークの形 成を 図 るとともに、 自

然との共生の 観点か らこれを維持 するた め、周辺にお ける無 秩序な市街化 を

抑制する。  

⑥  市街地における景観形成の方針  

市街地では、 それぞ れの場所のも つ歴史 を踏まえ、周 辺環境 との調和に配

慮した景観形 成を図 る。商業業務地 では 親しみとにぎ わい が感じられる景 観

の形成を、住 宅地で は快適で落ち 着きの ある景観の形 成を図 る。  

⑦  大規模集客施設の立地誘導に関する方針  

エコ・コンパ クトな 都市づくりを すすめ るため、広域 的な都 市構造やイン

フラに影響を 与える 大規模な集客 施設は 、都市機能が 集積し た拠点に立地 す

ることが適当 である 。そこで、大 規模集 客施設は、特 別用途 地区の規制を 活

用しながら原 則とし て商業業務地 に誘導 することとす る。  

 

(5) 市街化調整区域の土地利用の方針  

①  優良な農地との健全な調和に関する方針  

農 業 振 興 地 域 の 農 用 地 区 域 等 の 農 業 生 産 基 盤 が 整 備 さ れ た 一 団 の 優 良 な

農地に ついて は、今 後とも 農業生 産機能 、さら に水源 涵養機 能を維 持する た

め、周辺の自 然環境 や集落の機能 と一体 的に、その土 地利用 を保全する。  

②  災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針  

山地や河岸段 丘の斜 面、河川沿 いの低湿 地等の溢水 、湛水 、地すべり又 は

土石流 等の自 然災害 の恐れ がある 区域又 は開発 によっ てこれ らの災 害を招 く

恐れが あると 考えら れる区 域につ いては 、積極 的に治 山治水 事業や 災害防 止
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事業を 推進し 、災害 防止の ために 保全を 図ると ともに 、新た な住居 系地区 計

画の決定は行 わない こととする。  

③  自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針  

より健康的で 快適な 都市生活を営 むため の都市環境を 創り出 すため、風致

地区が 定めら れてい る立田 山、江 津湖、 花岡山 、万日 山、本 妙寺山 及び千 金

甲の地 区並び に風致 地区以 外であ っても 平尾山 、岩野 山、田 原坂、 弁天山 ・

二子山 周辺、 城山、 船野 山 、飯田 山、吉 野山及 び雁回 山の地 区につ いては 、

今後とも自然 風致の 維持保全を図 る。  

また、神園山 小山山 緑地、戸島山 緑地、 金峰山系、阿 蘇くま もと空港周辺

の樹林地、菊 陽町の 斜面緑地、群 山 緑地 、飯高山緑地 、井寺 湧水群、下六 嘉

湧水群及び嘉 島東部 台地の北斜面 の緑地 、白川中流域 の良好 な農地 につい て

も、環境保全 、景観 保全及び水源 涵養の 見地から自然 環境と 土地利用の保 全

に努める。  

④  秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針  

本 区 域 の 市 街 化 調 整区 域 に お い て は 、 市街 化 区 域 周 縁 部 や 幹線 道 路 沿 線 等

で 依 然 と し て 開 発 圧 力 が 強 く 、 一 部 の 地 域 で は 個 別 開 発 が 散 在 的 に 行 わ れ、

ス プ ロ ー ル 的 な 土 地 利 用 が 見 受 け ら れ る 。 一 方 で 、 開 発 制 限 等 に よ り 、 尐子

高 齢 化 が 進 展 し 地 域 の 活 力 の 低 下 が み ら れ る 既 存 集 落 も 存 在 す る 。 ま た 、近

年 の 社 会 経 済 情 勢 の 変 化 に 対 応 し た 地 域 の 振 興 と 活 性 化 に 資 す る 土 地 利 用 や 、

新 た な 都 市 基 盤 施 設 の 整 備 と 連 動 し た 計 画 的 な 土 地 利 用 の 必 要 性 も 高 ま って

いる。  

このような課 題に対 応するため、 市街化 調整区域にお いては 、 無秩序な市

街地の拡大抑 制や優 良な農地との 健全な 調和など、市 街化調 整区域の基本 的

な考えの下、 計画的 で秩序ある土 地利用 を誘導してい くもの とする。  

これにより、 インタ ーチェンジ周 辺の流 通業務施設な ど市街 化調整区域に

おける都市活 動とし て受け入れる べきも のについては 、周辺 の土地利用と の

調和を図りつ つ、地 区計画を活用 し個別 の開発行為等 を計画 的に誘導する こ

とにより、地 域の活 力の維持・向 上を図 るものとする 。  

なお、集落内 開発制 度については 、市街 化調整区域本 来の性 格を踏まえな

がら、地区計 画制度 を補完するも のとし て運用し、市 街化調 整区域として の

秩序ある都市 的土地 利用を図るも のとす る。  

 

２）都市施設の整備に関する主要な都市計画の決定の方針  

(1) 交通施設の都市計画の決定の方針  

①  基本方針  

ア）交通体系の整備の方針  

本区域には、区 域内外 からの自動車 交通の 集中により、交 通事故 が多発し、

交通渋滞が慢 性化し ている。また 、九州 新幹線や高速 道路を 利用した交流 人
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口の増加に伴 い、中 心市街地内に おいて は、さらなる 交通需 要の増加が予 想

される。  

これらに対応 するた め、骨格とな る道路 の整備を進め るとと もに、交通需

要の調整、地 域核・ 生活拠点間を 結ぶ公 共交通機関の 利便性 向上等を促進 す

ることにより 、都市 圏住民の安全 で円滑 な移動、社会 経済活 動の円滑化、 広

域的な交流の 促進に 資する交通体 系の整 備を進 めてい く。  

また、人口減 尐、尐 子高齢社会の 進展に 対応して、す べての 人に安全でや

さしい公共交 通への 質の向上が必 要とな っている。  

今後の都市交 通体系 の整備にあた っては 、以下の方向 に基づ き具体的な施

策の展開を図 るもの とする。  

〔広域交通体 系整備 の方針〕  

九州縦 貫自動 車道 に おける スマー トイ ン ターチ ェンジ の整 備 及び九 州中央

自動車道、中 九州横 断道路の整備 を促進 する。  

また、熊本西 環状線 及び熊本宇土 道路な どの定時性、 走行性 の高い規格の

高い道路の整 備を重 点的に推進す る。  

〔骨格道路交 通体系 整備の方針〕  

本区域内に集 中する 交 通需要を適 正かつ 効率的に処理 するた め、また、災

害時の緊急輸 送路と して、２環状 11 放射 の骨格道路網 及び主 要な幹線道路 の

整備を推進す るとと もに、熊本環 状道路 から阿蘇くま もと空 港及び熊本港 の

広域交通拠点 を結ぶ 広域交通軸を 強化す る幹線道路の 整備、 新たに整備す る

熊本西環状線 、熊本 宇土道路など の 規格 の高い 道路へ のアク セス道路の整 備

を重点的に推 進する 。また、セミ コンテ クノパークな どの工 業生産拠点に つ

いては、拠点 形成に 資する道路網 の整備 を推進する。  

〔公共交通体 系の整 備方針〕  

自動車交通に 依存し た現在の交通 体系で は、増加、 多 様化す る交通需要に

対応できない ため、 地域核・生活 拠点間 を結ぶ公共交 通機関 相互の結節機 能

の強化、軌道 系交通 の充実、バス 交通の 利便性向上、 新交通 管理システム 、

パークアンド ライド システムの拡 充、鉄 道駅周辺への 駐輪場 の整備、電停 の

改良等により 、交通 結節点として の機能 を強化し、公 共交通 機関の利用を 促

進する。  

また、九州新 幹線に 並行するＪＲ 鹿児島 本線及びＪＲ 豊肥本 線の連続立体

交差事業によ る、公 共交通の拠点 である 熊本駅等への アクセ ス性の向上や 、

生活に必要と なる公 共交通の確保 等によ り、公共交通 ネット ワークの形成 を

促進する。  

〔交通空間の 整備方 針〕  

道路空 間は、 単に 人 や自動 車の通 行の 場 所だけ ではな く、 都 市空間 を形成

する重 要な要 素であ ること から、 景観や 都市の 潤いに 十分配 慮した 道路空 間

の整備 に努め 、誰も が利用 しやす い道路 とする ために 、ユニ バーサ ルデザ イ
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ンに基 づく道 路空間 づくり を推進 する。 また、 幹線道 路は防 災機能 を有し た

空間とし災害 時の避 難路や避難地 として 整備を進める 。  

自転車 は環境 にや さ しく健 康づく りに 寄 与する 交通手 段で あ ること から、

自転車 走行空 間の整 備や自 転車駐 車場（ 駐輪場 ）の確 保等の 自転車 利用環 境

の充実を図る 。  

また、 高齢者 等に 配 慮した 歩きや すい 歩 行空間 の整備 、環 境 負荷の 低減を

図るた めの透 水性舗 装及び 街路樹 の整備 、交通 安全施 設の充 実等に よる安 全

性の高い交通 空間の 整備等に努め る。  

 

イ）整備水準の目標  

市街地内の幹線道路網の整備水準の目標は、以下のとおりとする。  
 

整備水準の目標項目  
平成 22 年  

（基準年）  

平成 32 年  

（基準年の  

10 年後）  

平成 42 年  

（基準年の  

20 年後）  

都市計画道路整備密度  

（ｋｍ／ｋ㎡）  
1.2ｋｍ／ｋ㎡  1.4ｋｍ／ｋ㎡  1.5ｋｍ／ｋ㎡  

＊平成 32 年を 追加し ました。  

 

②  主要な施設の配置の方針  

ア）道路  

本区域では都 心部を 中心とした放 射状の 道路網が骨格 となっ ており、環状

方向の道路が 不足し ているため市 街地内 に通過交通が 流入し、交通の輻輳（ふ

くそう ）が見 られる ことか ら、熊 本環状 道路の 早期整 備、内 環状道 路の機 能

強化、主要交差点 の立 体交差化等を 図り、２ 環状 11 放射の 骨格道 路網を中心

とした 、自動 車交通 を支え る道路 の段階 構成と 配置を 計画的 に整備 すると と

もに、 幹線道 路の整 備に伴 って確 保され る歩行 者・自 転車空 間や既 存の歩 道

による歩行系 及び自 転車系ネット ワーク の整備を進め る。  

道路の整備に ついて は、その必 要性、 緊 急性、整備 効果及び 事業熟度を評

価して優先順 位を設 定し、特に 優先性の 高 いものから整 備を進 めるものとし、

当面は 主要な 交通拠 点、高 規格道 路網、 都心部 と周辺 部を結 ぶ放射 状幹線 道

路等、 都市の 骨格を 形成す る道路 の整備 を重点 的に進 める。 併せて 、渋滞 緩

和対策を行う 。  

沿道の土地の 面的基 盤整備事業や 再開発 ・高度利用と 連動し て、沿道街区

整備と一体的 に実施 すること等に より、 幹線道路整備 を促進 する。  

長期未着手の 都市計 画道路は、必 要性、 事業の実現性 等を検 討し、計画の

見直しを検討 する。  
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イ）鉄道  

九州新 幹線に 並行 す るＪＲ 鹿児島 本線 及 びＪＲ 豊肥本 線の 連 続立体 交差事

業を促 進する ととも に、広 域に開 かれた 新しい 玄関口 となる 熊本駅 及びそ の

周辺の環境整 備を推 進する。  

熊本電 鉄につ いて は 高機能 化等に より 利 便性及 び快適 性の向 上を促 進する。 

本区域 内にお ける 交 通の円 滑化を 図る た め、Ｊ Ｒ鹿児 島本 線 及びＪ Ｒ豊肥

本線の 連続立 体交差 事業を 沿線の 市街地 整備の ための 土地区 画整理 事業と 整

合を図りつつ 推進す る。  

熊本駅及び上 熊本駅 、新水前寺駅 、植木 駅、光の森駅 、御代 志駅周辺につ

いては、交通 結節点機 能の向上を図 り、また 熊本駅、上熊 本駅、近 見新駅（仮

称）、植木駅につ いて は、駅周辺の活性 化 に資する都市 計画道 路、駅前広場の

整備を推進す る。  

 

ウ）その他  

ａ．路面電車  

本区域の基幹 的交通 施設としてと らえ、 その機能向上 につい て検討する。  

ｂ．バス  

「中心商業業 務地」及びその周辺 で道路 渋滞箇所が多 く、定 時性に欠ける

状況を踏まえ、道 路 整備によるバ スレー ンの設置・拡充や 公 共車両優先シス

テム・車両運 行管理 システムの導 入・拡 充について検 討を進 める。  

ｃ．駐車場  

公共交通機関 の利用 増進を図るた め、郊 外の交通結節 点にお いて、パーク

アンドライド 方式駐 車場の整備を 推進す るとともに、 今後の 駐車場 需要の 増

大に対応する ため、 熊本駅周辺 に おいて パークアンド ライド 方式駐車場の 確

保を図る。  

放置自転車の ない都 心部（中心市 街地） は引き続き維 持し、 鉄道駅周辺や

都心部（中心 市街地 外）における 放置自 転車を解消す るため 、自転車の集 中

する箇所等に おける 自転車駐車場 （駐輪 場）の整備を 推進す る。  

ｄ．自動車タ ーミナ ル  

交 通 タ ー ミ ナ ル と し て の 拠 点 性 の 向 上 と 都 市 機 能 の 整 備 及 び 拡 充 を 図 る

ため、既存自動車 タ ーミナルの更 新を図 りつつ、サブター ミ ナルについて検

討する。  

ｅ．空港  

阿蘇くまもと 空港は 利便性向上の ための 機能強化を図 り、より 一層定時性

が確保される ような アクセス対策 の検討 を進める。また、大規 模災害発生時

における緊急 物資・人員等の輸送 受け入 れ拠点等とし て「広 域防災拠点」に

位置づける。  
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③  主要な施設の整備目標  

おおむね 10 年以内に整備又は事業着手を予定する主要な施設は以下

のとおりとする。  

ア）道路  

種 別  路 線 番 号  路 線 名  

都 市 計 画 道 路  

１ ・ ４ ・ １  熊 本 西 環 状 線  

１ ・ ４ ・ ２  池 上 イ ン タ ー 線  

１ ・ ５ ・ ３  花 園 イ ン タ ー （ 自 専 道 ） 線  

３ ・ ２ ・ ６  南 熊 本 駅 新 町 線  

３ ・ ３ ・ ８  二 本 木 新 大 江 線  

３ ・ ３ ・ ９  池 田 町 花 園 線  

３ ・ ３ ・ 10 子 飼 新 大 江 線  

３ ・ ３ ・ 11 船 場 神 水 線  

３ ・ ３ ・ 14 野 口 清 水 線  

３ ・ ４ ・ 21 上 熊 本 細 工 町 線  

３ ・ ４ ・ 24 広 崎 木 山 線  

３ ・ ４ ・ 25 熊 本 駅 城 山 線  

３ ・ ４ ・ 26 新 町 戸 坂 線  

３ ・ ４ ・ 29 上 熊 本 法 成 寺 線  

３ ・ ４ ・ 32 高 平 麻 生 田 線  

３ ・ ４ ・ 34 下 南 部 画 図 線  

３ ・ ４ ・ 35 新 外 秋 津 線  

３ ・ ４ ・ 36 出 水 町 国 府 東 水 前 寺 線  

３ ・ ３ ・ 40 新 土 河 原 出 水 線  

３ ・ ５ ・ 45 上 熊 本 弓 削 線  

３ ・ ５ ・ 50 鯰 森 崎 橋 線  

３ ・ ５ ・ 56 駄 飼 代 久 保 線  

３ ・ ５ ・ 60 上 島 上 仲 間 線  

３ ・ ２ ・ 62 春 日 池 上 線  

３ ・ ４ ・ 64 熊 本 駅 南 線  

３ ・ ３ ・ 66 花 園 イ ン タ ー （ 一 般 道 ） 線  

３ ・ ４ ・ 67 花 園 池 亀 線  

３ ・ ４ ・ 68 上 熊 本 駅 西 口 線  

３ ・ ４ ・ 69 平 尾 向 坂 線  

３ ・ ５ ・ 70 南 環 状 線  

３ ・ ４ ・ 72 東 西 線  

３ ・ ４ ・ 73 植 木 停 車 場 投 刀 塚 線  

３ ・ ４ ・ 75 北 環 状 線  

３ ・ ３ ・ 76 平 尾 鐙 田 線 （ 国 道 ３ 号 植 木 バ イ パ ス ） 

３ ・ ４ ・ 77 中 央 線  

３ ・ ５ ・ 78  小 町 通 り 線  

３ ・ ４ ・ 79 一 木 鞍 掛 線  

３ ・ ５ ・ 82 清 藤 志 々 水 線  

３ ・ ５ ・ 88 パ イ ン 通 り 線  

３ ・ ４ ・ 90 嘉 島 益 城 線  

３ ・ ４ ・ 91 井 寺 北 甘 木 線  

－  
 
 

六 嘉 沼 山 津 線 （ 仮 称 ）  

－  
 

中 九 州 横 断 道 路 （ 仮 称 ）  
－  
 

熊 本 環 状 連 絡 道 路 （ 仮 称 ）  
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イ）鉄道  

種  別  施設名等  都市名  

都市高速  

鉄道  

ＪＲ鹿児島本 線（連 続立体交差）  
熊本市  

ＪＲ豊肥本線 （連続 立体交差）  

 

(2) 下水道及び河川の都市計画の決定の方針  

①  基本方針  

ア）下水道及び河川の整備の方針  

ａ．下水道施設  

本区域におけ る下水 道は、熊本市 の市街 化区域を中心 にして 整備が進んで

いるが 、市街 地外縁 部の一 部地区 では整 備が遅 れてい る。都 市の健 全な発 展

と生活 環境の 向上 及 び水環 境の保 全 のた め、下 水道は 必要不 可欠で あり、 現

在整備 が遅れ ている 地区に ついて は、今 後の市 街化の 動向を 考慮し 、効率 的

な下水 道整備 を推進 する。 また、 市街地 外の既 存集落 につい ては、 地域の 実

情に応 じた集 落排水 処理施 設・合 併処理 浄化槽 等の効 率的な 整備を 進める と

ともに 適切な 維持管 理に努 め、公 共下水 道との 併存を 図る。 合流式 下水 道 の

改善や 、終末 処理場 で発生 する下 水処理 水、下 水汚泥 、消化 ガス等 の有効 活

用を促 進し、 環境負 荷低減 の推進 を図る 。現在 整備を 実施し ている 熊本北 部

流域下水道（熊本 市 、合志市及び菊陽 町）、流域関連公共下 水 道（熊本市、合

志市及び菊陽 町）、各 市町の単独公 共下水 道（熊本市 、合志 市、嘉島町及び益

城町）、特 定環境保全 公共下水道（合志市 及び益城町 ）につい ては、今後 とも

整備に 努める ととも に、下 水道施 設の改 築・更 新及び 長寿命 化を図 るもの と

する。  

また、市街地 の浸水 を防止するた め、河 川改修事業等 との連 携をとり、総

合的な 浸水対 策を推 進する 。雤水 排水施 設につ いては 緊急性 の高い ものを 優

先して整備す る。  

 

ｂ．河川  

本区域では、 河川は 憩いの場であ ると同 時に、洪水に より甚 大な被害をも

たらし てきた 経緯が ある。 河川の 整備は 住民の 生命・ 財産を 水害か ら守り 、

安全で 快適な 生活基 盤を形 成する うえで 重要な 課題と なって いる。 今後も 流

域の開 発によ る土地 利用形 態の変 化に留 意しな がら、 河川と 下水道 との連 携

を強化し、計 画的な 河川の改修を 行う。  

改修にあたっ ては、 地域の生態系 に配慮 しつつ、地域 住民の 憩いの場とな

る河川 環境を 維持・ 形成す るため 、多自 然 川づ くりに よる河 川改修 に取り 組

む。ま た、計 画的な 排水路 改修や 雤水流 出抑制 施設の 設置、 大規模 開発に あ

わせた 調整池 の整備 、 山間 地にお ける森 林の保 全等に より、 総合的 な治水 対

策を促進する 。  
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イ）整備水準の目標  

ａ．下水道施設  

公共下水道整 備率（全 体計画区域面 積に占 める汚水供用 済面積 の割合）は、

平成 22 年度末現在 で 約 79.7％であり 、 お おむね 10 年以内に 90％、 20 年以

内には完備を 目標と する。  

 

ｂ．河川  

白川、緑川及 びその 他の国、県が 管理す る河川につい ては、 治水安全度の

向上に努める 。 国、 県が管理する 以外の 河川・水路に ついて も、計画 的に 整

備を進める。  

また、防災情 報の提 供など、防災 ・減災 のためのソフ ト対策 を推進する。  

 

②  主要な施設の配置の方針  

ア）下水道  

市街地 にあっ て、 公 共下水 道事業 未認 可 の地区 につい ては 、 下水道 事業計

画区域 の拡大 や特定 環境保 全公共 下水道 整備事 業等に より、 下水道 の整備 推

進を図 る。ま た、市 街地の 拡大等 に伴う 処理区 の拡大 に対応 した終 末処理 場

の整備 を順次 進める 。市街 地外の 既存集 落につ いては 、地域 の実情 に最も 適

した効率的か つ適正 な生活排水施 設の整 備を進める。  

 

イ）河川  

白川、緑川、 菊池川 及び坪井川の 各水系 の流域におけ る市街 地の拡大に対

応して、流域 におけ る雤水流出抑 制機能 の拡充を図る 。また 、河川改修に お

いて、自然環 境、景 観、親水性等 に配慮 した改修を促 進する など、河川環 境

に配慮する。  
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③  主要な施設の整備目標  

おおむね 10 年以内に整備又は事業着手を予定する主要な施設は以下の

とおりとする。  

種  別  施設名等  都市名  

流域下水道  熊 本 北 部 流 域 下 水 道 の 浄 化 セ ン タ ー の

増 設 、 ポ ン プ 場 及 び 浄 化 セ ン タ ー の 改

築更新  

熊 本 市 、 合 志 市

及び菊陽町  

公共下水道  管 渠 、 ポ ン プ 場 及 び 浄 化 セ ン タ ー の 整

備  

熊本市  

嘉 島 処 理 区 の 管 渠 及 び 終 末 処 理 場 の 整

備  

嘉島町  

区 画 整 理 区 域 の 管 渠 及 び 終 末 処 理 場 の

整備  

益城町  

特 定 環 境 保 全

公共下水道  

処 理 区 拡 大 に 対 応 し た 管 渠 及 び 処 理 場

の整備  

合志市、益城 町  

河川  白川、緑川、合 志川 、加勢川、坪井 川、

天 明 新 川 、 木 部 川 、 鶯 川 、 健 軍 川 、 藻

器 堀 川 、 麹 川 、 除 川 、 浜 戸 川 、 潤 川 、

井芹川、旧天 明新川 、 千間江湖  

流域各市町  
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(3) その他の都市施設の都市計画の決定の方針  

①  基本方針  

都市機能の向 上と、 生活環境の維 持・向 上を図る観点 から上 記以外の都市

施設について 、以下 の方針に基づ き整備 を行う。  

②  主要な施設の配置・整備方針  

ア）ごみ処理施設  

ごみ処理施設 は、住 民の健康で快 適な生 活のため欠く ことの できない施設

で あ り 、 多 様 化 す る ご み に 対 し 、 安 全 で 安 定 し た 処 理 を 行 う と 同 時 に Ｃ Ｏ 2

削減等総合的 な環境 保護のため、 ごみを 資源ととらえ 徹底し た資源・エネ ル

ギー回収を行 う必要 がある。この ため既 存施設の老朽 化対策 と高度化を図 り

つつ、建設年 度が古 い施設につい ては耐 用年数を考慮 し施設 更新を計画的 に

進める。  

イ）し尿処理場  

公共下 水道が 普及 し た場合 でも、 集落 等 におい て集落 排水 処 理施設 や合併

処理浄 化槽、 コミュ ニティ プラン トなど から発 生する 汚泥の 処理が 必要と な

ることから、 し尿処 理施設の機能 の充実 を図る。  

ウ）その他の中核施設  

住民の文化、福祉の 向上 及び生活 利便の 増進のため、教育文 化施設、医療

施設、社会福 祉施設 を利用圏に配 慮しな がら計画的に 配置す る。  

③  主要な施設の整備目標  

おおむね 10 年 以内に 整備を予定し ている 主要な施設は 次のと おり と す る 。 

ア）ごみ処理 施設  

種別  施設名等  都市名  

ごみ処理施設  西部環境工場  熊本市  

菊 池 環 境 保 全 組 合 の ご み 処 理 場 の 焼 却

炉、作業棟 、最終埋立 処分場 等の建 設（区

域外）  

合志市及び菊 陽町  

 

3) 市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針  

(1) 主要な市街地開発事業の決定の方針  

本区域は、区 域外か らの人口流 入 に伴う 急速な市街化 の進展 により、都心

部の生 活環境 の悪化 、市街 地縁辺 部のミ ニ開発 地区に おける 都市基 盤水準 の

低下等が見ら れ、計 画的な市街地 整備が 必要となって いる。  

安全・ 快適な 魅力 あ る生活 環境を 形成 す るため 、農林 漁業 上 の土地 利用と

の調和 を図っ たうえ で、道 路、公 園、下 水道等 の都市 基盤施 設の整 備を一 体

的に行う市街 地開発 事業を推進す る。  

その実 施にあ たっ て は、必 要性、 緊急 性 、整備 効果及 び事 業 熟度等 を評価
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して優 先順位 を設定 すると ともに 、民間 活力を 導入す る。現 在事業 中の土 地

区画整理事業 及び市 街地再開発事 業につ いては早期 完 了を目 指す。  

特に、 熊本市 、菊 陽 町、嘉 島町及 び益 城 町の区 域にお ける 土 地区画 整理事

業については 、早期 完了に向け事 業を推 進する。  

①  中心商業業務地における市街地開発事業の推進  

中心商 業業務 地に お いて、 建築物 の密 集 や交通 の混雑 によ っ て都市 機能の

低下し ている 地区及 び高度 利用の 図られ ていな い地区 等にお いては 、市街 地

再開発 事業等 を推進 し、土 地の合 理的か つ健全 な利用 と都市 機能の 更新を 図

る。  

桜町や熊本駅 周辺地 域等において 、市街 地再開発事業 等の推 進を図る。  

中心商業業務 地周辺 については 、幹線道 路 沿道を中心に 市街地 再開発 事業、

土地区 画整理 事業 、 地区計 画等に よる建 物の共 同化、 中高層 化を図 り、土 地

の合理的かつ 健全な 高度利用を促 進し、 都心居住を促 進する 。  

②一般商業業務地における市街地開発事業の推進  

一般商業業務 地にお いては、各地 域の特 性に合わせた 商業・ 業務機能の更

新や活性化を 図るた め、市街地再開 発事業 、地区計画等に よる建 物の共同化、

中高層化、土 地の合 理的かつ健全 な高度 利用により、 拠点整 備を推進する 。  

③交通施設整備と一体的に既成市街地の環境改善を図る地区の面整備の推進  

九州新幹線に 並行す るＪＲ鹿児島 本線及 びＪＲ豊肥本 線の連 続立 体交差事

業に合わせて 、沿線 地区の道路網 を系統 的に整備し、 交通施 設用地の代替 住

宅地の整備を 含めた 住宅市街地整 備事業 と連動した土 地区画 整理事業を推 進

する。  

④  既存住宅地における面整備の推進  

都心部 住宅地 につ い ては、 人口の 減尐 に 対応し 、商業 地と 共 存した 都心居

住を進 めつつ 、市街 地再開 発事業 、建物 の共同 化や協 調建替 え等に より、 魅

力的な都市型 住宅の 供給を促進す る。  

都市防災機能 の低い 既存市街地に ついて は、建物の建 替えに あわせ、住民

主体による公 共空地 の確保を図る ととも に、必要に応 じて密 集住宅市街地 整

備促進事業、 地区計 画 、建築協定 等を活 用し、住環境 の改善 を図る。  

⑤  市街化進行地域及び新市街地における面整備の推進  

市街化 進行地 域及 び 新市街 地にお いて は 、市街 地内に 残る 低 ・未利 用地を

活用し た土地 区画整 理事業 等によ り、一 定水準 の公共 施設を 適正に 配置し た

良好な市街地 整備に 努める。  

また、都市基 盤整備 が未整備な地 区で、 無秩序な市街 化を防 止する必要の

ある地区につ いては 、農林 漁業上 の土地 利用との調和 を図っ たうえで、土 地

区画整理事業 等を積 極的に推進し 、都市 基盤施設の整 備を行 い、適切な土 地

利用を図る。  
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⑥  幹線道路沿道における沿道土地利用 の規制・誘導  

主要幹 線道路 沿道 に おいて は、そ れぞ れ の地域 の特性 に合 わ せて、 自動車

交通騒 音が与 える居 住環境 への影 響に配 慮しな がら、 幹線道 路沿道 にふさ わ

しい都 市的土 地利用 を誘導 する。 なお、 沿道土 地利用 の誘導 にあた っては 、

後背の 自然環 境や住 環境等 の保護 、屋外 広告物 規制条 例や建 築協定 などに 基

づく景観の維 持、形 成に努めるも のとす る。  

また、木造住 宅等が 密集する区域 で幹線 道路整備を行 う場合 は、道路整備

に合わせて市 街地開 発事業等を活 用し、 沿道建築物の 共同化 、更新により 不

燃化を誘導す ること で延焼遮断帯 の形成 及び避難路の 確保 を 図る。  

 

(2) 市街地整備の目標  

おおむね 10 年以内に実施することを予定する主な市街地開発事業等は

以下のとおりとする。  

 

種別  地区名  都市名  

土地区画整理事業  熊本駅西  

熊本市  

田井島南  

城南町中央  

富合町中心市街地  

植木中央  

御代志（仮称）  
合志市  

竹迫（仮称）  

菊陽第二  菊陽町  

嘉島西部  

嘉島町  
滝河原  

嘉島東部台地  

芝原  

益城台地  益城町  

市街地再開発事業  桜町  熊本市  
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４）自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定の 方針  

(1) 基本方針  

①  自然的環境の特徴と現状、整備又は保全の必要性  

本区域は、東 に阿蘇 外輪山から連 なる託 麻三山、西に 金峰山 系の山々に囲

まれ、市街地 近郊に おいても、立 田山を はじめ花岡山 、万日 山及び金峰山 系

などの山地が 見られ る。加えて平 野部に は中央を白川 、坪井 川、北部を合 志

川、南部を 緑川、加勢 川の河川が流 れ、江津 湖などの親水 空間が 多く分布し、

河川の沿岸に は河岸 段丘が広がっ ている 。また、都心 部にあ っても、熊本 城

周辺等の豊か な緑に 恵まれ、水と 緑に恵 まれた都市空 間を形 成している。  

この継承され てきた 貴重な水と緑 を、本 区域の都市環 境形成 及び生態系に

配慮した自然 との共 生に活かすた め、都市 の現況及び市 街化の 動向を踏まえ、

生物多様性の 保全や 地下水の涵養 等に十 分配慮した上 で、レク リエーション、

防災、景観形 成とい った機能を勘 案して 、計画的に公 園及び 緑地を配置す る

ことを基本方 針とす る。  

市街地 内にあ って は 、小規 模な社 寺林 、 傾斜地 等の樹 林等 の 保全、 中小河

川整備 による 緑地や 親水空 間の創 出、道 路の緑 化、大 規模な 開発や 建築に 際

しての 緑地協 定等に よる敷 地内緑 化及び 既存樹 木の保 全等に 努め、 市街地 内

の緑のネット ワーク 化を図る。  

②  緑地の確保目標水準  

ア）緑地の確保目標水準  

平成 32 年における  

緑地確保目標量  

市街地における割合  

30.0％  

イ）都市公園等の施設として整備すべき緑地  

区  分  
平成 22 年  

（基準年）  

平成 32 年  

（基準年の  

10 年後）  

平成 42 年  

（基準年の  

20 年後）  

都 市 計 画 区 域 内 人 口  
１ 人 当 た り の 目 標 水 準  

６ ． ７ ㎡ ／ 人  ８ ㎡ ／ 人  １ ０ ㎡ ／ 人  

 

(2) 主要な緑地の配置方針  

①  環境保全系統の配置方針  

本区域 内のま とま っ た緑を 確保す るた め 、風致 地区内 の樹 林 地を保 全し、

また、 市街地 近郊に あって 景観的 価値の 高い樹 林が存 する斜 面につ いては 新

たに緑地保全 地域、 特別緑地保全 地区の 指定を検討す る。  

本区域 の市街 地部 を 流れる 白川、 緑川 、 加勢川 、坪井 川、 合 志川、 浜戸川

等を河 川親水 軸とし 、市街 地部周 辺の金 峰山系 、花岡 山、万 日山、 立田山 、

託麻三 山、田 原坂、 平尾山 、岩野 山、雁 回山、 吉野山 等を緑 の拠点 として 位

置づけ、整 備及び保 全 に努める。また、水前 寺江津湖公園 、小野 の 泉水公園、

主な湧水地等 を水の 拠点として位 置づけ 、水環境の保 全に努 める 。  
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既成市 街地内 にあ っ ても、 河岸段 丘や 台 地周辺 の斜面 緑地 、 社寺林 、老樹

名木、 屋敷林 の保全 、民有 地の緑 化、屋 上 緑化 ・壁面 緑化な どを積 極的に 推

進し、身近な 緑のネ ットワーク化 に努め ることで、自 然との 共生を図る。  

②  レクリエーション系統の配置方針  

住区基幹公園 のうち 、街区公園に ついて は街区内に居 住する 人が容易に利

用できるよう に配置 し、近隣公園 及び地 区公園につい ては、 環境保全や災 害

時の避難場所 として の機能面も勘 案して 不足する地域 から計 画的に配置す る。 

都市基 幹公園 は、 総 合公園 として の熊 本 城公園 、石神 山公 園 、益城 町総合

運動公 園、雁 回公園 、運動 公園と しては 水前寺 運動公 園、熊 本県民 総合運 動

公園等 、広域 公園と して水 前寺江 津湖公 園 、特 殊公園 として 竹迫城 址公園 を

それぞ れ配置 するほ か、立 田山、 坪井川 及び白 川沿岸 に緑地 を整備 し、住 民

のレク リエー ション のニー ズに対 応する 。また 、歴史 、文化 、環境 資源と 親

しむことので きる公 園の整備に努 める。  

③  防災系統の配置方針  

公園緑 地等は 、地 震 、風水 害、大 規模 火 災等の 災害時 にお い て、周 辺地区

からの 避難者 を収容 し生命 を保護 する避 難地、 火災の 延焼防 止緩衝 帯等の 機

能を有 し、ま た、災 害救助 活動の 拠点と なる等 、都市 の防災 性の向 上につ な

がるた め、適 正な配 置、整 備と、 防災機 能を有 する公 園の改 修など を積極 的

に進める。  

また、地震 災害時に おける復旧・復興拠 点や、復旧 のための 生活物資等の

中継基地等と なる防 災拠点を整備 する。熊本 県民総合 運動公 園は、大規模災

害発生時の広 域防災 活動拠点 とし て「広 域防災拠点」 に位置 づける。  

④  景観構成系統の配置方針  

金峰山 県立自 然公 園 を含む 金峰山 系の 山 々及び 阿蘇外 輪山 山 麓から 展開す

る託麻 台地の 託麻三 山及び 立田山 、群山 ・飯高 山、弁 天山、 飯田山 等の山 地

並びに 白川、 緑川、 加勢川 、坪井 川、合 志川、 浜戸川 及び江 津湖等 の河川 湖

沼は、 本区域 の景観 の骨格 を形成 する重 要な要 素であ り、今 後とも 景観機 能

の維持、充実 に努め る。  

商業業 務地を 中心 と した市 街地に おい て は、快 適に回 遊で き る歩行 空間を

形成するため 、電車 通 りをはじめと する幹 線道路沿道に おいて 緑化を推進し、

歩いて 楽しい 歩行系 ネット ワーク の形成 を図る ととも に、特 に景観 上重要 な

箇所に ついて は、屋 外広告 物条例 に基づ く屋外 広告物 の規制 ・誘導 等によ り

良好な都市景 観の維 持に努める。  

本区域 の歴史 的シ ン ボルで ある熊 本城 と その周 辺につ いて は 、歴史 を活か

した熊 本らし い景観 形成を 推進し 、水前 寺江津 湖周辺 及び白 川沿い につい て

は、水 辺の環 境を活 かした 快適な 空間と して景 観形成 を推進 する。 また、 阿

蘇くまもと空 港周辺 景観形成地域 におい ては、良好な 景観形 成を図る。  

さらに、既成 市街地内 の社寺、傾斜 地等の樹 林等、中小河 川等につ いては、
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景観資 源とし て、そ の維持 保全に 努める 。市街 地周辺 にあっ て、と りわけ 保

全の必 要な千 金甲、 花岡山 、万日 山、八 景水谷 、立田 山、水 前寺、 江津湖 、

本妙寺につい ては風 致地区を定め 、その 良好な景観を 保全す る。  

 (3) 実現のための具体の都市計画制度の方針  

緑豊か な環境 を維 持 すると ともに 、環 境 資源の 保護や 無秩 序 な市街 化を抑

制する 観点か ら、風 致地区 の維持 保全に 努める ととも に、特 に良好 な自然 環

境を有 するま とまり のある 樹林地 等につ いては 、これ を維持 保全す るため 緑

地保全地域、 特別緑 地保全地区の 指定を 検討する。  

熊本県 景観計 画、 熊 本県景 観条例 、熊 本 県景観 づくり 基本 計 画に基 づき、

各種面 整備事 業や街 路事業 、地区 計画、 建築協 定等に より、 良好な 都市景 観

形成を推進す る。  

さらに 民有地 の緑 化 の推進 や、民 間等 に よる緑 地の適 正な 維 持管理 を促進

する。  

(4) 主要な緑地の確保目標  

おおむね 10 年以内に整備又は事業着手を予定する主要な施設は以下

のとおりとする。  

 

種  別  名   称  都市名  

近隣公園  

１カ所（菊陽 第二土 地 区画整理事 業地内 ）  
菊陽町  

３・３・ 35 鼻ぐり井手公 園  

１カ所（嘉島 東部台 地土地区画整 理事業 地内）  嘉島町  

地区公園  
４・４・ 13 植木中央公園  熊本市  

４．４・ 12 潮井自然公園  益城町  
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４  都市計画の進行管理  

(1)進行管理の方針  

人口減尐が基 調とな る都市計画行 政にお いては、都市 化圧力 の増加に対応

してきたこれ までの 都市施策とは 異なり 、当面の都市 整備像 を描き、それ に

対応する施策 実施及 び検証を重ね ながら 、随時都市計 画を進 行管理してい く

こととする。  

評価指標は、 都市経 営の面から持 続可能 な社会の視点 、市街 地開発事業、

都市施設の整 備状況 等を掲げるこ ととす る。マネジメ ントサ イクル (PDCA)に

基づいて、個 別の都 市計画を見直 し、都 市計画区域マ スター プランを進行 管

理する。  

 (2)評価指標  

本計画の成果指標は以下のとおりとする。  
 

成果指標  指標の内容  

a)市街地居住 率 （％ ）  
都市計画区域 内人口 に対する市街 化区域

人口割合  

b) 主要都市施 設等整 備率（％） 都市計画道路 、公園 緑地、公共下 水道  

 

(3)マネジメントサイクル (PDCA)による都市計画の進行管理  

マネジメント サイク ルは、 PLAN（ 計画）、 DO(実行 )、 CHECK（点 検・評価）、

ACT（処置・改 善）に よる施策の実 施と検 証のサイクル である 。  

概ね５年間隔 で、関 係行政機関が 本 PLAN（計画 ）の DO(実 行 )状況を CHECK

（点検・評価 ）し、 これに基づく ACT（ 処置・改善） を行う とともに、公 表

した結果に対 する県 民意見を反映 するこ ととする。  
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